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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用時に肩に当たる部分である肩当て部と、使用時に腰の高さに位置する部分である本
体部と、前記肩当て部の一端と前記本体部の一端とを連結するための係止機構を備える第
１連結部と、前記肩当て部の他端と前記本体部の他端とを連結するための係止機構を備え
る第２連結部と、を有し、肩から斜め掛けする環形状の携行品保持具であって、
　前記本体部が、外面に、携行品を保持するための係止機構の雄部を備え、
　前記携行品を保持するための係止機構の雌部を備え、少なくとも２つの該係止機構を使
用して前記本体部上に装着されるベルト状部材を有し、
　前記ベルト状部材を、前記携行品が備えるベルト通し機構に通すと共に、前記携行品を
保持するための係止機構で前記本体部上に装着することによって、該携行品が前記本体部
上に保持され、
　前記環形状の内側となる前記本体部の形状が、Ｕ字形に形成されることを特徴とする携
行品保持具。
【請求項２】
　前記肩当て部の一端と本体部の一端とを連結するための係止機構及び前記肩当て部の他
端と本体部の他端とを連結するための係止機構が、スナップボタンであることを特徴とす
る請求項１に記載の携行品保持具。
【請求項３】
　前記肩当て部の一端と本体部の一端とを連結するための係止機構及び前記肩当て部の他
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端と本体部の他端とを連結するための係止機構が、面ファスナーであることを特徴とする
請求項１に記載の携行品保持具。
【請求項４】
　前記携行品を保持するための係止機構が、スナップボタンであることを特徴とする請求
項１乃至３の何れか一に記載の携行品保持具。
【請求項５】
　前記携行品を保持するための係止機構が、面ファスナーであることを特徴とする請求項
１乃至３の何れか一に記載の携行品保持具。
【請求項６】
　複数の前記ベルト状部材を使用することによって、複数の前記携行品を前記本体部上に
保持させることを特徴とする請求項１乃至５の何れか一に記載の携行品保持具。
【請求項７】
　前記携行品を保持するための係止機構の雌部を備える前記携行品を有することを特徴と
する請求項１乃至６の何れか一に記載の携行品保持具。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　両手を自由にしたまま、一以上の携行品を保持することができる携行品保持具の技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　携行品を持ち歩く場合、両手が塞がるため、手作業が不便になる。また、一つ以上の携
行品を持ち歩く場合、それら携行品が嵩張り、持ち歩き難いという不便さも有る。これら
の不便さを解消するために、当該携行品を着脱可能に保持する携行品保持具に関して種々
の提案がされている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、検針時、移動時に最適な位置に各種検針機器等を配置するこ
とができる検針作業用ベルトとして、連結結合自在のバックルを備えた腰ベルト及び前記
腰ベルトに両端部が取り付けられた肩掛ベルトを備え、前記腰ベルトにはデータを入力す
るハンディターミナルを保持するハンディターミナル保持部、検針票を印刷するプリンタ
を保持するプリンタ保持具、前記ハンディターミナル及びプリンタの交換電池を保持する
電池保持具、プリンタの交換用紙を保持する用紙保持具を配置位置可変に配置し、前記肩
掛ベルトに身分証が挿入され身分証の身分表示部を表示する身分表示票保持具を配置した
ことを特徴とする検針作業用ベルトが提案されている。
【０００４】
　一方、特許文献２では、利便性に優れたベストや肩掛け用ストラップをベースとする電
脳機器携帯システムとして、Ｔシャツなどの上やジャケットなどの下に着用した際に、着
用者の首の左右側からそれぞれ左右の帯状体が胸部を経て腹部まで延長し、左右の帯状体
のそれぞれの下端部をベルトに取り付けたベストをベースとする電脳機器携帯システムで
あって、前記左右の帯状体の表面に面ファスナーの一方を取り付け、この面ファスナーの
一方に着脱自在に取り付け可能となる面ファスナーの他方を、携帯電話や携帯音楽機器な
どの携帯用電脳機器を収納する機器収納ケースに取り付け、この携帯用電脳機器に兼用使
用できるマイクロホンやイヤホンを前記ベストに一体に仕込み、これらのマイクロホン、
イヤホン、携帯用電脳機器のプラグを通すための貫通孔を前記帯状体に穿設し、この帯状
体の裏面にケーブルを束ねるための紐部材を設けたことを特徴とするベストをベースとす
る電脳機器携帯システムが提案されている。
【０００５】
　他方、特許文献３では、ゴルフで使用するティー、マーカー、グリーンフォークなどの
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小物用品を簡便に携行することができる簡易携行具に関するものとして、腰ベルトに通し
て携行できるようにした１０センチメートル四方程度の大きさのマジックテープ（登録商
標）のループ面シート（以下マジックベース）と、ゴルフ小物用品であるティーやマーカ
ーなどを一部に空けられた穴に差した状態で、上記マジックベースに付着させることがで
きるマジックテープ（登録商標）のフック面の小片（以下マジックチップ）からなり、簡
便に同小物用品が携行できることを特徴とするゴルフ小物用品簡易携行用具が提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１３１９８４号公報
【特許文献２】特開２００５－１２６８３０号公報
【特許文献３】特開２００６－３４９３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、ベルトの着脱が容易でない、予め決めら
れた機器しか携行できないなどの問題点があった。
　また、特許文献２に記載の技術では、携行品保持具たる電脳機器携帯システムベルトの
着脱が容易でないという問題点があった。
【０００８】
　さらに、特許文献３に記載の技術では、ゴルフ小物用品簡易携行用具の着脱が容易では
ない、または、そもそもゴルフ小物用品簡易携行用具の着脱利用が想定されていないとい
う問題点があった。
【０００９】
　そこで本発明では、上記問題点に鑑み、元の形を保ったままの着脱が容易であることに
加え、分解による着脱も容易であり、保持することができる携行品の自由度も大きい携行
品保持具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　開示する携行品保持具の一形態は、使用時に肩に当たる部分である肩当て部と、使用時
に腰の高さに位置する部分である本体部と、前記肩当て部の一端と前記本体部の一端とを
連結するための係止機構を備える第１連結部と、前記肩当て部の他端と前記本体部の他端
とを連結するための係止機構を備える第２連結部と、を有し、肩から斜め掛けする環形状
の携行品保持具であって、前記本体部が、外面に、携行品を保持するための係止機構の雄
部を備え、前記携行品を保持するための係止機構の雌部を備え、少なくとも２つの該係止
機構を使用して前記本体部上に装着されるベルト状部材を有し、前記ベルト状部材を、前
記携行品が備えるベルト通し機構（ベルト通し穴）に通すと共に、前記携行品を保持する
ための係止機構で前記本体部上に装着することによって、該携行品が前記本体部上に保持
され、前記環形状の内側となる前記本体部の形状が、Ｕ字形に形成されることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１１】
　開示の携行品保持具は、元の形を保ったままの着脱が容易であることに加え、分解によ
る着脱も容易であり、保持することができる携行品の自由度も大きい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本実施の形態に係る携行品保持具の全体図である。
【図２】本実施の形態に係る携行品保持具の各部を分離させた状態を説明するための図で
ある。
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【図３】本実施の形態に係るベルト状部材（携行品）の装着方法を説明するための図であ
る。
【図４】本実施の形態に係る係止機構の雌部を備えた携行品を説明するための図である。
【図５】本実施の形態に係る携行品保持具の使用状態を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図面を参照しながら、本発明を実施するための形態について説明する。
　（携行品保持具の構造）
【００１４】
　図１乃至図４を用いて、本実施の形態に係る携行品保持具１００について説明する。図
１は、携行品保持具１００の全体を示す図である。図２は、携行品保持具１００の構成を
説明するために、各部を分離させた図である。図３及び図４は、携行品保持具１００に携
行品１６０を保持させる仕組みを説明する図である。
【００１５】
　図１及び図２で示すように、携行品保持具１００は、肩当て部１１０、第１連結部１２
０、第２連結部１３０、本体部１４０、ベルト状部材１５０を有する。そして、携行品保
持具１００は、肩当て部１１０、第１連結部１２０、第２連結部１３０、本体部１４０を
環状に連結させ、肩から斜め掛けして使用する器具である。また、携行品保持具１００は
、皮革製、ナイロン製（樹脂製）、紙製など、その材質は問わず、以下で説明する機能を
有するものであれば、その材質は何であっても良い。
【００１６】
　肩当て部１１０は、携行品保持具１００使用時に肩に当てる部分であり、図２で示すよ
うに、その形状は例えば、長方形であることが好適である。また、肩当て部１１０の裏側
、つまり、使用時肩に接する部位には肩当てパットを配置する形態でも良い。
【００１７】
　本体部１４０は、携行品保持具１００の環形状において、肩当て部１１０に対向する位
置に配置される部位である。また、本体部１４０は、携行品保持具１００使用時に、通常
、腰の高さに来る部分でもある。一方、本体部１４０の形状は、携行品保持具１００の使
用者の腰部分のラインに合うように、Ｕ字型の形状となっている。こうすることで、使用
時に、携行品保持具１００の位置が容易にずれ難くなる。
【００１８】
　また、図１及び図２で示すように、本体部１４０上には、携行品１６０を保持するため
の係止機構の雄部１４２が複数備えられている。雄部１４２は、どのように配置されてい
ても良く、例えば、デザイン面を考慮して配置することも可能である。
【００１９】
　ベルト状部材１５０は、携行品１６０を本体部１４０上に保持するための係止機構の雌
部１５２を少なくとも２つ備えるベルト状の部材であり、雌部１５２を雄部１４２に嵌め
ることによって、本体部１４０上に装着する。また、雌部１５２を雄部１４２に嵌脱する
ことによって、ベルト状部材１５０は、本体部１４０上に着脱自在である。
【００２０】
　ここで、図３で示すように、携帯電話などの小型器具やタバコなどの小物類を、腰ベル
ト等に装着するケース類（携行品１６０）には、ベルト通し機構（ベルト通し穴）１６２
が備えられている。また、携行品１６０は、例えば、上記小型器具や上記小物類など携行
品そのものであっても良く、このような携行品を身体に装着させるためのケース類という
概念であっても良い。
【００２１】
　そして、図３で示すように、ベルト状部材１５０を、携行品１６０のベルト通し機構１
６２に通し、その上で、ベルト状部材１５０を本体部１４０上に装着する（雌部１５２を
雄部１４２に嵌合させる）ことによって、携行品１６０が本体部１４０上に保持される。
　また、複数のベルト状部材１５０それぞれについて上記のような使用方法を実行すれば
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、本体部１４０上に複数の携行品１６０を保持させることもできる。
【００２２】
　他方、図４で示すように、携行品１６０が、携行品１６０を本体部１４０上に保持する
ための係止機構の雌部１６４を有する形態であっても良い。ここで、雌部１５２と雌部１
６４とは、同じ機構である。こうすることで、ベルト状部材１５０を使用せずとも、携行
品保持具１００は、本体部１４０上に携行品１６０を保持することができる。
【００２３】
　図１及び図２で示すように、第１連結部１２０は、肩当て部１１０、第１連結部１２０
、第２連結部１３０、本体部１４０で環形状を形成する場合、係止機構１２２によって、
肩当て部１１０と本体部１４０とを連結する部位である。また、第２連結部１３０は、肩
当て部１１０、第１連結部１２０、第２連結部１３０、本体部１４０で環形状を形成する
場合、係止機構１３２によって、肩当て部１１０と本体部１４０とを連結する部位である
。
【００２４】
　また、係止機構１２２、１３２は、例えば、携行品保持具１００が、外部の何かに挟ま
れた場合など、特定方向の力が加わると容易に係止状態（連結状態）が解消される機能を
有する。そのため、携行品保持具１００が外部の何かに挟まれるなどして、携行品保持具
１００の使用者に危険がおよぶ恐れがある場合、係止機構１２２、１３２の係止状態が瞬
時にかつ自然に解消され、当該危険を回避することができる。
【００２５】
　ここで、係止機構１２２、１３２、雄部１４２・雌部１５２、１６４による係止機構は
、例えば、スナップボタン（ジャンパーホック）であっても良く、面ファスナーであって
も良い。
　（携行品保持具の使用方法）
【００２６】
　図５を用いて、本実施の形態に係る携行品保持具１００の使用方法について説明する。
図５は、携行品保持具１００を使用者の肩から斜め掛けした態様を示す図である。
【００２７】
　使用者は、肩当て部１１０、第１連結部１２０、第２連結部１３０、本体部１４０を連
結し環形状を作り、図５で示すように、使用者の肩位置には肩当て部１１０が配置され、
腰位置には本体部１４０が配置されるように、斜め掛けして使用する。
【００２８】
　また、使用者は、第１連結部１２０、第２連結部１３０の長さを適宜調節することによ
って、携行品保持具１００の使用者の体格の違い、使用者のデザイン的な好みなどに対応
させることができる。
【００２９】
　次に、使用者は、携行品１６０が備えるベルト通し機構１６２に、ベルト状部材１５０
を通し、雌部１５２を雄部１４２に係止させることで、携行品１６０を本体部１４０上（
携行品保持具１００）に保持させる。こうすることで使用者の両手が空き、手作業を自在
に行うことができ、また、携行品保持具１００が腰より上位置に装着されているため、自
動車運転などの作業も不自由なく行うことができる。
　そして、使用者は、携行品１６０を使用する際、雌部１５２を雄部１４２から分離する
などし、携行品１６０を手に取って使用する。
【００３０】
　一方、係止機構１２２、１３２、雄部１４２・雌部１５２、１６４による係止機構が、
スナップボタン（ジャンパーホック）、面ファスナーであれば、携行品保持具１００又は
携行品１６０が外部のものに挟まれた場合など、特定方向の力が加わると携行品保持具１
００の係止状態（連結状態）が瞬時に解消される。そのため、使用者は、機械引き込まれ
事故のような危険を回避することができる。
　（総括）
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【００３１】
　携行品保持具１００は、本体部１４０上に雄部１４２を複数設けられることから、各種
携帯用ケース１６０、携帯用機器１６０等を同時に多数携行できる。また、携行品保持具
１００は、各種携帯用ケース１６０、携帯用機器１６０等を使用者の実用的な位置に配置
することができ、さらに、短時間の着脱作業にて、随時、目的に応じて必要なものを選択
し、取り替えて携行することができる。
【００３２】
　携行品保持具１００は、短いベルト状のベルト状部材１５０を使用することによって、
ベルトに通して保持させる機能を有する各種携帯用ケース１６０や携帯用機器１６０等を
、通常のベルト利用時と同様にして、簡単に取り付け携行することを可能とする。
【００３３】
　携行品保持具１００は、肩から掛けて使用するため、使用者の両手を自由にし、かつ、
落ち難く、使用者は、疲れ難く、安定した携行品１６０の携行が可能となる。
【００３４】
　携行品保持具１００は、各構成部位について幾つかの長さのものを用意しておけば、使
用者の身長や体格、好みに応じて、各部位を交換することができる。そうすることで、携
行品保持具１００は、最適な寸法・機能を簡単に備えることができ、また、分離した状態
にて軽便に持ち運ぶこともできる。
【００３５】
　携行品保持具１００は、使用者の腰位置に当たる本体部１４０をＵ字型に切れ込んだ形
状とすることで、当該Ｕ字型形状が使用者の腰部に密着し、安易な位置ズレを防止するこ
とができる。
【００３６】
　以上、本発明の実施の形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施の形態に限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲において、種々の
変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００３７】
１００　携行品保持具
１１０　肩当て部
１２０　第１連結部
１２２　係止機構
１３０　第２連結部
１３２　係止機構
１４０　本体部
１４２　係止機構の雄部
１５０　ベルト状部材
１５２　係止機構の雌部
１６０　携行品
１６２　携行品が備えるベルト通し機構（ベルト通し穴）
１６４　係止機構の雌部
 
【要約】
【課題】
　開示の携行品保持具は、元の形を保ったままの着脱が容易であることに加え、分解によ
る着脱も容易であり、保持することができる携行品の自由度も大きい。
【解決手段】
　開示の携行品保持具は、肩当て部と、使用時に腰の高さにくる本体部と、肩当て部の一
端と本体部の一端とを連結するための係止機構を備える第１連結部と、肩当て部の他端と
本体部の他端とを連結するための係止機構を備える第２連結部と、を有し、肩から斜め掛
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けする環形状の携行品保持具であって、本体部が、外面に、携行品用の係止機構の雄部を
備え、携行品用の係止機構の雌部を備え、少なくとも２つの該係止機構を使用して本体部
上に装着されるベルト状部材を有し、ベルト状部材を、携行品が備えるベルト通し機構に
通すと共に、携行品用の係止機構で本体部上に装着することによって、該携行品が本体部
上に保持されることを特徴とする。
【選択図】図１

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】



(9) JP 4886090 B1 2012.2.29

フロントページの続き

(56)参考文献  実公平６－３７７２５（ＪＰ，Ｙ２）　　
              実開昭５８－４７２２４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              登録実用新案第３０１８８９０（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４５Ｃ　　１３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

